
国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
届
出
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二

第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
は
、
第
二
号
被
保
険
者
の
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的

読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
一
項
中
「
官
公
署
」
の
下
に
「
、
共
済
組
合
等
又
は
健
康
保
険
組
合
」
を
、
「
被
保
険
者
又
は
」
の
下
に
「
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
、
私
立

学
校
教
職
員
共
済
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
加
入
者
若
し
く
は
健
康
保
険
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

第
百
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
八
条
の
二
の
二

共
済
組
合
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の
組
合
員
又
は
加
入
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
な
く
な



つ
た
こ
と
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
百
九
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
」
に
改
め

、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
の
二

第
百
八
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
受
領

第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
十
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
十
七
の
二

附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

三
十
七
の
三

附
則
第
九
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

附
則
第
七
条
の
三
第
五
項
中
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
」

を
加
え
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
二
を
附
則
第
九
条
の
四
の
七
と
し
、
附
則
第
九
条
の
四
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
の
特
例
）



第
九
条
の
四
の
二

被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
は
、
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
（
昭
和
六
十
一

年
四
月
か
ら
国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
平
成

二
十
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
間
に
あ
る
保
険
料
納
付
済
期
間
（
政
令
で
定
め
る
期
間
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
第
一
号
被
保
険
者
と

し
て
の
被
保
険
者
期
間
と
し
て
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
期
間
（
附
則
第
九
条
の
四
の

六
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
不
整
合
期
間
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
訂
正
が
な
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
保
険

料
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
（
第
四
項
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
届
出
が
行
わ
れ
た
日
以
後
、
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

と
さ
れ
た
保
険
料
に
係
る
期
間
と
み
な
す
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

次
条
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
納
付
が
行
わ
れ
た
日
以



後
、
当
該
納
付
に
係
る
月
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

特
定
期
間
を
有
す
る
者
に
対
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「

同
日
以
後
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
日
以
後
に
同
法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
に
係
る
期
間
と
み
な

さ
れ
た
期
間
」
と
す
る
。

（
特
定
保
険
料
の
納
付
）

第
九
条
の
四
の
三

平
成
二
十
三
年
改
正
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

す
る
日
（
以
下
「
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者

（
特
定
期
間
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
特
定
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
以

外
の
期
間
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
五
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
で
あ
つ
た
期
間
（
そ
の
者
が
六
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年
以
内
の
期
間
）
の
各
月
に
つ
き
、
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年
以
内
の
期
間
の
各

月
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
に
政
令
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
（
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年
以

内
の
期
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
算
し
た
額
）
の
保
険
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
納
付



す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
険
料
の
納
付
は
、
先
に
経
過
し
た
月
の
保
険
料
に
係
る
特
定
保
険
料
か
ら
順
次
に
行
う
も
の

と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
保
険
料
の
納
付
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
納
付
が
行
わ
れ
た
日
に
、
納
付
に
係
る
月
の
保
険
料

が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
険
料
の
納
付
を
行
つ
た
と
き
は
、
納
付
が
行
わ
れ
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
年
金
額
を
改
定
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
特
定
裁
定
受
給
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
年
金
額
を
改
定

す
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
保
険
料
の
納
付
手
続
そ
の
他
特
定
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政

令
で
定
め
る
。

（
特
定
受
給
者
の
老
齢
基
礎
年
金
等
の
特
例
）

第
九
条
の
四
の
四

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
か
ら
特
定
保
険
料
納



付
期
限
日
ま
で
の
間
に
訂
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
平

成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
当
該
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
が
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
も
の
と

し
て
老
齢
基
礎
年
金
又
は
被
用
者
年
金
各
法
に
基
づ
く
老
齢
給
付
等
を
受
け
て
い
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
全
部
に
つ
き

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
受
給
者
」
と
い
う
。
）
が
有
す
る
当
該
時
効
消
滅

不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
（
老
齢
基
礎
年
金
又
は
被
用

者
年
金
各
法
に
基
づ
く
老
齢
給
付
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日

ま
で
の
間
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

２

特
定
受
給
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
老
齢
基
礎
年
金
又
は
被
用
者
年

金
各
法
に
基
づ
く
老
齢
給
付
等
を
受
け
る
権
利
に
係
る
裁
定
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
が
行
わ
れ
た
者
で
あ
つ

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
裁
定
受
給
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
ま
で
の
間
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附

則
第
九
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の



間
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
す
」
と
す
る
。

（
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
特
定
受
給
者
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
）

第
九
条
の
四
の
五

特
定
受
給
者
（
特
定
裁
定
受
給
者
を
除
く
。
）
に
支
給
す
る
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
以
後
の
月
分
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
訂
正
後
年
金
額
（
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
附
則
第
九

条
の
二
及
び
第
九
条
の
二
の
二
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
定
め
る
額
を
い
う
。
）
が
訂
正
前
年

金
額
（
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
を
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
し
て
第
二
十
七
条

及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
附
則
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
二
の
二
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
を

適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
額
を
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
減
額
下
限
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
附
則
第
九
条
の
二
及
び

第
九
条
の
二
の
二
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
減
額
下
限
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。

（
不
整
合
期
間
を
有
す
る
者
の
障
害
基
礎
年
金
等
に
係
る
特
例
）

第
九
条
の
四
の
六

平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
こ



と
に
よ
り
不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
当
該
不
整
合
期

間
と
な
つ
た
期
間
が
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
も
の
と
し
て
障
害
基
礎
年
金
又
は
被
用
者
年
金
各
法
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
法
令
に
基
づ
く
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
全
部
に
つ
き
支
給

が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
）
の
当
該
不
整
合
期
間
と
な
つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
法
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な

す
。

２

平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
不
整

合
期
間
と
な
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
又
は
被
用
者
年
金
各
法
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
令

に
基
づ
く
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
三
年
改
正
法
施
行
日
に
お
い
て
当
該
不
整
合
期

間
と
な
つ
た
期
間
が
保
険
料
納
付
済
期
間
で
あ
る
も
の
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
全
部
に
つ
き
支

給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
受
給
資
格
要
件
た
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
当
該
不
整
合
期
間
と
な
つ
た

期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
み
な
す
。



３

附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
が
行
わ
れ
た
日
以
後
、
当
該
届
出

に
係
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

二

第
十
二
条
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定

公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
こ
の
法
律
に
よ
り

改
正
さ
れ
た
国
民
年
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ



の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
改
正
後
の
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項

の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
第
三
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
障
害
基
礎
年
金
等
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

国
民
年
金
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附

則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
」
と

い
う
。
）
と
な
っ
た
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
初
診
日
が
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
公
布

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
険
料
納
付
期
限
日
（
初

診
日
前
に
当
該
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

。
）
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
の
間
に
あ
る
傷
病
に
よ
る
障
害
を
有
す
る
も
の
（
施
行
日
に
お
い
て
当
該

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
又
は
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
六
第
一
項



に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
て
い
る
者
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
）

及
び
当
該
初
診
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
に
つ
い
て
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
支
給
要
件
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
令
の
規
定
」

と
あ
る
の
は
「
法
令
の
規
定
（
障
害
基
礎
年
金
又
は
附
則
第
九
条
の
四
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
支
給
要

件
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
届
出
が
行
わ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
に
係
る
初
診
日
の
前
日
」
と
す
る
。

２

国
民
年
金
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
と
な
っ

た
期
間
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
公
布
日
か
ら
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保

険
料
納
付
期
限
日
（
当
該
記
録
し
た
事
項
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
後
に
当
該
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
）
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
も
の
（
施
行
日
に
お
い
て
当
該
死
亡
に
係
る
国
民
年
金
法
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
又
は
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
て
い



る
場
合
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
当
該
死
亡
の
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
当
該
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
に
つ
い
て
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
支
給
要
件
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「

被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
遺
族
（
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た

者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
基
礎
年
金
又
は
附
則
第
九
条
の
四
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
令
の
規
定
」
と
あ
る
の

は
「
法
令
の
規
定
（
遺
族
基
礎
年
金
又
は
附
則
第
九
条
の
四
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付
の
支
給
要
件
に
関
す

る
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
「
当
該
届
出
が
行
わ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
死
亡
日
の
前
日
」
と
す
る
。

（
特
定
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

国
民
年
金
及
び
企
業
年
金
等
に
よ
る
高
齢
期
に
お
け
る
所
得
の
確
保
を
支
援
す
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を



改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
。
附
則
第
十
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
年
金
確
保
支
援
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
同
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法

附
則
第
九
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
」
と
あ
る

の
は
「
六
十
歳
以
上
で
あ
る
者
」
と
、
「
六
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年
以
内
の

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
承
認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年

以
内
の
期
間
を
除
く
。
」
と
す
る
。

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
第
二
十
八
条
、
附
則
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
二
の
二
」
を
「
及
び
第
二

十
八
条
並
び
に
附
則
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
二
の
二
及
び
第
九
条
の
四
の
五
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



附
則
第
十
二
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
附
則
第
九
条
の
五
を
削
り
、
同
法
附
則
第
九
条
の
四
の
二
を
同
法
附
則
第
九
条
の
五

と
す
る
改
正
規
定
中
「
附
則
第
九
条
の
四
の
二
」
を
「
附
則
第
九
条
の
四
の
七
」
に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
九
条

施
行
日
が
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
で

あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
九
条
の
四
の
二
を
附
則
第
九
条
の
四
の
七
と
し
、
附
則
第
九
条
の
四
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正

規
定
中
「
附
則
第
九
条
の
四
の
二
を
附
則
第
九
条
の
四
の
七
と
し
、
附
則
第
九
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
の

四
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
平
成
二
十
三
年
年
金
確
保
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

平
成
二
十
三
年
年
金
確
保
支
援
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
十
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
中
「

こ
の
項
及
び
附
則
第
七
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
法
附
則
第
七
条
の
三
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。



附
則
第
一
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

附
則
第
五
条
の
二
の
規
定

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
の
公
布

の
日

七

附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

附
則
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
調
整
規
定
）

第
五
条
の
二

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以

後
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
附
則
第
七
条
の
三
第
五
項
の
改
正
規
定
中
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
」
と
す
る
。

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

国
民
年
金
法
附
則
第
七
条
の
三
第
五
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。



（
調
整
規
定
）

第
十
二
条

国
民
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で

あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。



理

由

国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
に
関
す
る
記
録
の
不
整
合
に
対
処
す
る
た
め
、
届
出
の
行
わ
れ
た
不
整
合
期
間
に
つ
い
て
、

老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
と
み
な
す
ほ
か
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
当
該
不
整
合
期

間
に
係
る
特
定
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。


